２００６年度全日本ＦＪ級ヨット選手権大会レース公示
１．共同主催　
日本ＦＪ協会、佐賀県ヨット連盟
２．公認(予定)　
(財)日本セーリング連盟

３．後援　
佐賀県教育委員会、唐津市教育委員会、(財)佐賀県体育協会、
(財)唐津市体育協会

４．レース運営　
佐賀県ヨット連盟、唐津市ヨット連盟、玄海セーリングクラブ 
５．種目　
ＦＪ級

６．期日　
平成１８年８月４日(金)～８月６日(日)
７．会場　
佐賀県ヨットハーバー(唐津湾)
　　　　　　


〒８４７－０８６１唐津市二タ子３－１－８

　　　　　　


ＴＥＬ：０９５５－７３－７０４１
８．日程
８月４日(金)　０９：００～１１：００
受付
１１：１５～１１：４５
開会式・艇長会議
１３：５５～

第１レース予告信号
引続き第２レース

８月５日(土)　０９：５５～

第３レース予告信号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


引続き第４、第５、第６レース

８月６日(日)　０９：２５～

第７レース予告信号

１５：００～

閉会式
９．参加資格

(１)平成１８年度ＪＳＡＦ会員登録を完了している者。
(２)平成１８年度日本ＦＪ協会会員登録を完了している者。
(３)参加者が高校生以下の場合には次の条件を満たす者。
①親権者の承諾を得た者。(参加申込書に親権者の署名・印)
②監督が付き添うこと。複数艇の監督を兼ねることができる。
10．適用規則
ＩＳＡＦ国際セーリング競技規則（２００５～２００８）/同付則、

日本セーリング連盟規程、現行クラス規則、レース公示および、

帆走指示書を適用する。
各規則等において、一致しない事項が生じた場合は帆走指示書を

優先する。

なお、ＦＪ級のクラス規則に定められた、艇とセール番号の同一性は

問わない。

１１．得点
(１)本大会は７レースを予定する。天候その他の事情により全てのレースを

消化できない場合、本大会は１レースで成立する。

　　　　　　


（２）各艇のシリーズ得点は、５レース以上が成立した場合には最も悪い

得点を除いた得点の合計とする。

12．大会カテゴリー
本大会はカテゴリーＣの大会とする。
13．帆走指示書
帆走指示書は８月４日(金)の受付時に配布する。

14．コース
帆走するコースはトライアングルコース及びソーセージコースを採用する。
15．参加料
参加料は１艇につき１５，０００円
(登録は３名とし、期間中の艇置、給水、レセプション代含む)。

16．計測
参加者は有効な計測証明書を提示すること。艇体・スパー類・セール・

艤装品は常にクラス規則に合致させなければならない。
レース委員会はその裁量により随時計測を行うことができる。

17．責任
競技者は自己の責任において大会に参加するものとする。





規則４(レースをすることの決定)を参照。

主催団体、レース委員会、またはこの大会に関わる運営役員、

ボランティアは競技者の大会前、大会中、大会後の死亡、怪我、病気
またはその他の物質的な損害についての責任を負わない。
18．表彰
１位～３位まで賞状、カップ、副賞。４位～６位に賞状、盾を授与する。

19．宿泊
佐賀県ヨットハーバー　宿泊室(希望者多数の場合は先着順)
大人宿泊のみ

１泊１，３００円
高校生以下宿泊のみ
１泊１，０００円
旅館を希望の方は唐津市旅館共同組合の方までお問合せください。
唐津市旅館共同組合　ＴＥＬ：０９５５－７２－２０１５
20．弁当
大会期間中の弁当については注文表にて注文のこと




お弁当(お茶付)６００円
20．申込方法
(１)参加申込期日
平成１８年７月２４日(月)必着
(２）申込方法　
所定の用紙に記入の上、参加料、宿泊料、弁当代

振込み控えのコピーを添付して下記にＦＡＸもしくは
郵送にて申し込む。

　　　　　　　　　　

(３)参加申込先　　〒８４７－０８６１　佐賀県唐津市二タ子３－１－８
佐賀県ヨットハーバー　森洋子宛
ＴＥＬ：０９５５－７３－７０４１
ＦＡＸ：０９５５－７３－８９８６
Ｅ－ｍａｉｌ：ｈａｐｐｙ＿ｓｕｍｍｅｒ［ａｔ］ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ

(４)振込先
佐賀銀行西唐津支店　普通　１２７２５２９
全日本ＦＪ級ヨット選手権大会事務局　


会計　吉田　亜紀(ヨシダ　アキ)

21．その他
(１)大会期間前後の艇置き、給水代、シャワー使用はハーバー事務所に

届出、使用料を納入のこと。又、出走についても大会期間前後は

事務所にある出走申告書に記入、届出のこと。
艇置き代
　１日　　５６０円

給水代
３０分　　２２０円
シャワー代
　１回　　１１０円

(２)受付時に計測証明書を提示のこと。

(３)艇及びセールは持込とする。セール番号の重複は認めない。

　登録後の艇及びセールの変更は特別な理由がない限り認めない。

(４)参加者は離岸から着岸までの間は有効な浮力を有する適切な

　救命具を着用しなければならない。この項は規則４０．１を変更している。

(５)国際ＦＪ級規則に規定されたアンカー（２．３ｋｇ以上）及び

アンカーロープ(６ｍｍ/２０ｍ以上)と曳航策(６ｍｍ/２０ｍ以上)の

搭載を義務づける。


(６)本大会と同日程で同じコースを使用し、シーホッパー級ＳＲ


オープンヨット大会を開催する。






